
　2006年4月から連絡センターの事務局を勤め、
3年になりました。事務作業そのものがはじめて
の事で、ご迷惑をたくさんおかけしたことと思
いますが、参加団体のみなさんのご協力で無事
勤め上げることができました。ありがとうござ
いました。 

　いよいよ消費者庁が誕生し、消費者が主役（も
ともとそうあるべきでしたが・・・）になります。
消費者団体のみなさんのますますのご活躍をお祈
りしています。これからは、一消費者として、消
費者被害にあわないよう、今まで得たことを活か
していきます。（藤） 
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　東京消費者団体連絡センターは、2009年4・5
月定例会にて2008年度活動のまとめと2009年
度活動課題の承認、2009年度代表委員・事務局
長の選任、監事の選出を行い、2009年度の活動
をスタートさせました。 
　折りしも、5月 29日に参議院本会議において消
費者庁関連三法が可決・成立し、私たち消費者の永
年の願いであった消費者行政一元化が大きく前進す

ることとなりました。新たに設置される消費者庁や
消費者委員会がその機能・権限を十分に発揮してい
くよう、また地方消費者行政の充実強化がさらに図
られるよう、そうした課題に向けて私たちも引き続
きの運動をすすめていく必要があります。 
　2009年度の連絡センターも、それらと重ね合
わせて充実した取り組みを進めていけるよう、頑
張っていきます。 
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―消費者庁もいよいよ発足―
2009年度の活動がスタートしました 
 
2009年度の活動がスタートしました 
 

◆2010年度東京都予算への要望活動（8月末から9月初旬）　　 

◆学習・意見交換会「東京都の消費者行政の取り組みについて（仮称）」（秋） 

◆東京都消費者月間 
・交　　　流フェスタ：10月16・17日＜新宿西口広場＞ 
・メインシンポジウム：10月28日13:30～　＜新宿明治安田生命ホール＞ 

◆全国消費者大会 
11月18日＜新宿・全労済ホール／スペースゼロ＞・19日＜分科会各会場＞ 

国に意見（パブリックコメント）を提出（詳しくはHP http://www.coop-toren.or.jp/14/index.html参照） 
 

今後の予定

東京消費者団体連絡センター 
7月17日（金）13：30～15：30 
東京都消費生活総合センター　学習室A（セントラルプラザ16階） 
Ⅰ．学習（講師：東京都産業労働局農林水産部） 
　　①東京の農業　②農業・農地を活かしたまちづくり　③環境保全型農業の推進 
Ⅱ．意見交換 

日時 

主催 

会場 

内容 

①科学の要請に基づく、地球温暖化被害のくい止めのため。②主要排出国が参加する枠組みづく
りの国際交渉リードのため。③温暖化対策を経済成長の原動力にしていく積極的な削減目標必要。 

地球温暖化対策の中期目標に対する意見 

｢東京都の農業の取り組み」 
 

「薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令案について」 

●厚生労働省医薬食品局に5月18日に提出 
●主旨：改正省令案に反対。 

●内閣官房｢地球温暖化に関する懇談会」に5月16日提出 
●主旨：中期目標値は提案の⑥（2005年比－30％、1990年比－25％）を支持。 
＜理由＞ 

改正薬事法の趣旨がなし崩しにされる。利便性は安全性が確保されてこそのもので、購入困難
者への対策は対面販売の原則をうたっている改正薬事法のルールに則って検討すべき。 

＜理由＞ 

●2009年度の体制 
 
◆代表委員（7名） 川島　霞子（NPO 法人東京都地域婦人団体連盟）　　奥　　利江（主婦連合会） 

内藤　裕子（東京都地域消費者団体連絡会）　 根本かおる（新日本婦人の会東京都本部） 
竹内　　誠　（東京都生活協同組合連合会）　　　谷茂岡正子（葛飾区消費者団体連合会） 
〆野　啓子（大田区消費者団体連絡協議会） 

鈴木美根子（消費科学連合会）　　　　池田　京子（東都生活協同組合）※6月まで 
 
矢野　洋子 
 
藤栄　　薫（2009年6月末まで）　　伊藤眞理子 

◆監事（2名）

◆事務局長

◆事務局

学習・意見交換会のご案内 
　東京都の農業の取り組みについて学び、東京の農
業の可能性や持続的発展等について、消費者・消費
者団体の関わりや、課題も含めて大いに意見交換し
ていきましょう。皆さんの参加をお待ちしています。 

※東京都消費者月間協賛事業 
 

※6月1日から改正薬事法が施行されました。 
2年間の経過措置はほぼ原案通り。 
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｢悪質な訪問販売お断り！｣ シールの活用
が進みました。 

○シールを46団体、8個人に50，498枚配布しま
した。 
　主な配布先は、連絡センター参加団体、都や区市
町の消費生活センター、地域・大学・医療生協、自
治会、町内会などでした。 
　東京都の協力による消費生活センター担当者や町
会連合会への紹介、朝日新聞での掲載により、配布
先が広がりました。 
　また、シールの申込団体（者）は、会議や学習会、
出前講座、イベント等で、参加者にシールや活用チ
ラシの説明をしながら配布の取り組みを進めました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 学習会を開催しました。 
　シールの活用を進めるために、消費生活総合セ
ンター相談課長を講師に学習会を開催し、消費者
被害の実情と東京都の取り組みについて理解を深
めました。 
○ アンケートを実施しました。 
　シールの活用状況を把握するためにアンケートを
実施しました。回答協力は414名でしたが、取り
組みへの評価の声を多くもらい、シールを貼ったこ
とで安心感を得た人が約半数、悪質な訪問販売が来
なくなったと答えた人が約2割いました。 
○ 新たに、400,000枚が作成されました。 
　シールの反響は大きく、新たに東京都消費者月間
事業の一環として 400,000 枚が作成されました。
23区町会連合会、消費者月間実行委員会参加団体、
区市町消費生活センター等で配布され、有効活用さ
れました。 
○ 消費者啓発の役割が果たせました。 
　シール作成の目的であった、悪質な訪問事業者に
よる消費者被害の未然防止・拡大防止を図ること、
改正された消費生活基本条例を活動に活かすこと、
相談窓口を知らせること、等を通して消費者啓発の
役割が果たせました。また、悪質な事業者が近づき
にくいまちづくりに貢献する第一歩となりました。 
○ 取り組みを発表し、広めました。 
　くらしフェスタ東京 2008（東京都消費者月間）
の「見て、聞いて、話そう！交流フェスタ」（10月
17､ 18日）でパネル展示し、都民に取り組みを知ら

せ、シールも配布しました。また、全国消費者フォ
ーラム（12月 1日）第3分科会で発表し、全国から
集った消費者団体等に取り組みを紹介しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
消費者行政の充実・強化を求める取り組
みを推進しました。 

（1）東京都に予算要望を行ないました。 
　2009年度東京都予算への要望を、東京都と都議
会公明党・民主党・共産党に申し入れました。消費
者行政の充実・強化について9項目を、食の安全・
安心確保について3項目を要望しました。要望につ
いては積極的な受け止めもあり、2009年度事業と
して予算化された項目もありました。 
＊主な要望項目：改定された消費生活基本計画の
積極的な展開、東京都消費生活総合センターの
機能充実・強化（相談窓口の土曜開設、相談員の
処遇改善、区市町相談窓口の支援等）、消費者月
間事業の充実・発展、輸入食品安全確保の対策
強化や築地市場の移転問題に関しての安全な市
場の確保等。 

（2）東京都や国の施策について3件の意見を提出し、
消費者の声を届けました。 

　全国遠洋沖合漁業信用基金協会によるヒアリング
も受け、遠洋まぐろ延縄漁業の今後について消費者
の声を伝えました。 
＊ 提出意見 
・東京都に「食品の原料原産地表示に関する東京都
の考え方」についての意見 

・「東京都消費生活基本計画改定案」に対する意見 
・内閣府に「体細胞クローン技術を用いて産出され
た牛及び豚並びにそれらの後代に由来する食品に
係る食品健康影響評価に関する審議結果（案）」
についての意見 

（3）学習活動に取り組みました。 
　タイムリーに消費者問題をとらえて、関連する学
習会情報を参加団体に提供するとともに、定例会で
報告や資料提供等を行い、学び合いました。 
　また、連絡センター主催の学習会を2回開催しま
した。消費者被害の実情と東京都の取り組みについ
て学んだり、消費者行政について理解を深め、消費
生活部長等と意見交換が出来たことは好評でした。 
 

＊ 主催学習会 
・ 5月にミニ学習会「ご注意！消費者トラブル＝知ろ
う、なくそう、消費者被害＝」（講師：消費生活総
合センター相談課長） 

・2009年 1月に学習・意見交換会「消費者行政の最
新の動きと東京都の取り組み＝消費生活部長とざ
っくばらんトーク＝」（講師：東京都消費生活部長等） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（4）国や都、民間団体等の委員会等に参画しました。 
　行政等からの要請に応え、審議会や委員会等に連
絡センターから委員を推薦しました。 
　2008年度は、国の2委員会、東京都の15委員会、
民間団体等の5委員会に、連絡センターや参加団体
から委員を出しています。行政等の施策に消費者の
声を反映できるよう参画の活動を推進しました。　 
 
消費者問題に取り組む団体や組織に参加
しました。 

（1）東京都消費者月間団体連絡会議及び実行委員会（副
委員長を務める）に参加し、消費者団体と東京都
との協働事業を共に推進しました。 

（2）全国消費者団体連絡会（幹事運営委員を務める）、
及び全国消費者大会実行委員会、消費者機構日
本（理事を務める）、ユニカねっと、TOKYO消費
者行政充実ねっと、グリーンコンシューマー東京、
東京食育推進ネットワークに参加し、消費者行
政の充実や消費者問題の諸課題に取り組みました。 

 
連絡センターの運営改善に努めました。 

　参加団体の活動交流を積極的に進めました。また、
「連絡センター通信」を再開し、今年度は2回発行
しました。 
 
 
 
 
 
はじめに 
　昨年からの世界的な不況の元で、雇用不安や賃金
の低下を初め消費者・生活者を巡る状況は引き続き
厳しい状態です。食の安全が確保される課題、消費
者のいのちと暮らしが守られ、消費者権利が確保さ
れる課題に、消費者行政一元化の組織がいよいよ実
現していく中で、積極的に取り組んでいきます。また、
消費者・生活者として、判断し行動する力を高める

課題や、地域の消費者組織の掘り起こし・ネットワ
ーク化も、地域の消費者・生活者の声を受け止めた
活動をすすめていく上で大切な課題です。2009年度
は以下の活動課題を掲げ、東京の消費者運動の前進
をはかり、都内消費者団体のネットワーク組織とし
て活動や運動を進めていきます。 
 
消費者行政の充実・強化の活動について 

（1）東京都に予算要望を行ないます。 
　2010年度東京都予算への要望を東京都に行い、
予算項目ごとの担当部局との意見交換も検討します。
また、都議会全会派のヒアリング参加をめざします。 
（2）国や東京都の施策に対し、パブリックコメント

等を通じて意見を述べていきます。 
（3）国や東京都、民間団体等の委員会等に参画します。 
（4）地方消費者行政活性化基金の積極的活用を働き

かけます。 
　地方消費者行政の充実のために設けられた活性化
基金の活用が進むよう、特に区市町への働きかけを
地域の消費者団体と共に取り組んでいきます。 
（5）消費者啓発の活動として、東京都の「ひやり・

ハッと調査」に関連した活動に取り組みます。 
 
都民の暮らしに関わる課題への取り組み
について 

（1）食の安全・安心確保に関わる課題に取り組みます。 
（2）環境・医療等の暮らしに関わる課題に、消費者

視点で取り組みます。 
 
学習活動について 

（1）タイムリーに消費者問題を捉え、定例会での資
料や情報提供を進めると共に、学習の機会も積
極的に持ちます。 

（2）行政との学習・意見交換会を企画します。 
　具体的施策について、学びや意見交換を通して理
解を深め、消費者の声を直接伝えます。　 
 
消費者問題に取り組む団体や組織への参
加と連携について 

（1）東京都消費者月間団体連絡会議及び実行委員会
に参加し、協働事業を推進します。 

（2）全国消費者団体連絡会（幹事運営委員を務める）、
及び全国消費者大会実行委員会、消費者機構日
本（理事を務める）、ユニカねっと、TOKYO消費
者行政充実ねっと、グリーンコンシューマー東京、
東京食育推進ネットワークに参加し、消費者行
政の充実や消費者問題の諸課題に取り組みます。 

（3）参加団体との活動の連携を図ります。 
　消費者行政の充実課題について、東京都生協連に
設置された｢消費者行政連絡会｣との連携も進めます。 
（4）都内消費者団体とのネットワークを広げます。 
 
連絡センターの運営について 

（1）参加団体の活動交流を進めます。 
（2）「連絡センター通信」の充実やホームページの

改善を通して広報活動を進めます。 

●全国消費者フォーラムでの発表（12/1） ●学習・意見交換会 
　「消費者行政の最新の動きと東京都の取り組み」（1/20） 
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2008年度活動のまとめ 
 

2009年度活動課題 
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